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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前頭部から二つの横部にかけて、装着者の耳よりも後方に至り、上方から見たときＵ字
型になるような溝部を有するヘルメット本体と、
前記ヘルメット本体の前記溝部に沿ってはめ込まれるヘルメット用多機能ユニットと
を設けたヘルメットであって、
前記ヘルメット用多機能ユニットは、
前記溝部に係合するＵ字型の形状であり、
前記Ｕ字型の前部の底面には、ＬＥＤ等の表示手段を配置し、
前記Ｕ字型の前記前部は、前記Ｕ字型の左右の横部のいずれよりも軽くし、
前記ヘルメット本体は、
前記表示手段と対応する前記溝部に透明窓部を有し、
前記ヘルメット用多機能ユニットと係合する係合手段を少なくとも前記溝部の前記横部に
有することを特徴とする多機能ユニット付ヘルメット。
【請求項２】
　前記前頭部から延設された鍔部を有し、前記透明窓部が前記鍔部にも延設されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の多機能ユニット付ヘルメット。
【請求項３】
　前記ヘルメット用多機能ユニットは、中空であり、中空部に少なくとも電気配線を有し
、前記ヘルメット用多機能ユニットの前記前頭部に係合する部分に前記前頭部前方を撮影
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するためのカメラを有し、前記カメラからの信号を前記電気配線で前記横部に係合する前
記ヘルメット用多機能ユニットの部分の少なくとも一方に設けられた出力端子に供給され
るように構成したことを特徴とする請求項２に記載の多機能ユニット付ヘルメット。
【請求項４】
　前記中空部に外部からの電波を受信するための受信回路を収納し、前記受信回路からの
出力を前記ヘルメット用多機能ユニット外に取り出せるアウトプット端子を前記横部に係
合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分の少なくとも前記一方に設け、前記中空部
に、送信回路を配設したことを特徴とする請求項３に記載の多機能ユニット付ヘルメット
。
【請求項５】
　前記中空部に、前記カメラ、前記受信回路および前記送信回路を駆動する電源を有し、
前記電気配線でそれぞれに電気的に接続されていることを特徴とする請求項４に記載の多
機能ユニット付ヘルメット。
【請求項６】
　マイクロフォンを配備し、前記ヘルメット本体の前記横部の少なくとも一方に前記カメ
ラで撮影された画像情報と前記マイクロフォンで採音された音声入力とを記録するための
外部の記録装置に出力するための録画・録音端子を有することを特徴とする請求項３乃至
５のいずれかに記載の多機能ユニット付ヘルメット。
【請求項７】
　前記電源が充電可能な電源であって、前記電源に電気的に接続された充電のための充電
端子を、前記電源を有する前記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分に
有することを特徴とする請求項５に記載の多機能ユニット付ヘルメット。
【請求項８】
　少なくとも前記ヘルメット用多機能ユニットの前記前頭部に係合する部分の底面で、前
記カメラの近傍に電源のオン・オフを表示するＬＥＤと、前記ＬＥＤと同一あるいは異な
り、前記カメラの撮影状態を表示するＬＥＤを配設し、前記ヘルメットの前記装着者が前
記透明窓部を通して表示を見られるように構成したことを特徴とする請求項３に記載の多
機能ユニット付ヘルメット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影が可能な多機能ユニットとこれに適したヘルメットと前記多機能ユニッ
トを装着した前記ヘルメットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建築工事等の作業現場あるいは災害復旧活動などの活動現場などで、それぞれの
活動の複雑化、精密化、高度化等で、作業者が必ず着用するヘルメットに種々の機能が要
求され、その要望が高まってきている。また、安全作業の目的から、現場作業者がより安
全に活動できるようなヘルメットが望まれている。
【０００３】
　例えば、特許文献１～３等に記載されているように、カメラをヘルメットに装着させ、
その映像を複数の人が監視することによって、作業現場の状態に応じて、適切な行動とか
、作業者あるいは救助対象者に安全な方策が取れるように、複数の目で監視し、判断をし
て適切な処置、行動をとるような試みが行われている。
【０００４】
　あるいは、作業者と監督者が無線で密な連絡を取り合って、適切な行動をとるようなこ
とが行われていて、更には、映像と音とを利用して、カメラで撮影しながら、その映像を
監督者が監視しながら作業者と連絡を取り合って、適切な行動をとるようなことも行われ
ている。
【特許文献１】特開２００３－７３９１０
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【特許文献２】特開２００４－２４４７４５
【特許文献３】特開２００６－２１６１３７
【０００５】
　しかしながら、従来の種々の機能を付加したヘルメットでは、満足しうる環境が得られ
ていないのが実情である。例えば、カメラ（撮影装置）をヘルメットに外装する方式は、
ヘルメットから突出したカメラが作業者の活動中に、周囲のものと接触して、周囲を傷つ
ける、カメラを損傷する等の問題があり、且つ、作業者の安全性も充分ではない課題があ
った。また、ヘルメット外の電気的配線が複雑で、周囲との接触が増え事故の原因となっ
ていた。
【０００６】
　更には、前記カメラの装着位置の関係で対象物を正確に捉えることが難しく、結果とし
て、作業者の周囲の環境を正確に捉えられないたために、より適切な活動ができないある
いは作業者の危険回避が充分ではないといった問題があった。
【０００７】
　あるいは、各種機能を個々のヘルメットに内装させて、ヘルメットに装着される装置の
突出を抑え、より安全に配慮したものも考えられているが、すべてのヘルメットに装着す
るのは費用がかかり、困難であり、特定のヘルメットに装着すると、ヘルメットの個人適
合性から、限られた人の使用に限定される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ヘルメットに種々の装置を外装することによる問題を解決し、作業者の行動が周囲に束
縛されずに、安全に行動でき、また、特定の使用者に限定されずに、必要な使用者が使え
るとともに、カメラによる撮影も正確に対象物を捉えられ、監督者との交信も容易で、作
業者の行動を安全に、且つ、効率よく、適切に行えるヘルメットが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、請求項１に記載したように、前頭部から二つの横部にかけて、装着者の耳よ
りも後方に至り、上方から見たときＵ字型になるような溝部を有するヘルメット本体と、
前記ヘルメット本体の前記溝部に沿ってはめ込まれるヘルメット用多機能ユニットとを設
けたヘルメットであって、前記ヘルメット用多機能ユニットは、前記溝部に係合するＵ字
型の形状であり、前記Ｕ字型の前部の底面には、ＬＥＤ等の表示手段を配置し、前記Ｕ字
型の前記前部は、前記Ｕ字型の左右の横部のいずれよりも軽くし、前記ヘルメット本体は
、前記表示手段と対応する前記溝部に透明窓部を有し、前記ヘルメット用多機能ユニット
と係合する係合手段を少なくとも前記溝部の前記横部に有することを特徴とする多機能ユ
ニット付ヘルメットが上記課題の解決に有用であることを見出したものである。
【００１０】
　また、前記ヘルメット用多機能ユニットは、メモリー手段を着脱自在にする着脱口を前
記ヘルメットの前記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分の底部に有し
ていて、前記部分の底部に少なくとも二つの外部端子も有し、前記外部端子および前記着
脱口に電気部品の着脱を可能にするスペースをヘルメット本体に設けるとともに、前記底
面に対応する部分のヘルメット本体に封鎖部を有することが望ましい。
【００１１】
　また、前記鍔部先端付近にスポーツファインダーを着脱自在に装着する装着部と有し、
前記スポーツファインダーは、前記ヘルメット用多機能ユニットが前記前頭部対応位置に
カメラを有し前方を撮影可能なときに撮影範囲を示すものであることが望ましい。さらに
、前記スポーツファインダーは、折りたたみ可能であることが望ましい。
【００１２】
　このようなヘルメットを用い、前記溝部に係合する多機能ユニットを装着した多機能ユ
ニット付ヘルメットは、好ましく用いられ、請求項２において前記前頭部から延設された
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鍔部を有し、前記透明窓部が前記鍔部にも延設されている多機能ユニット付ヘルメットを
開示している。
【００１３】
　請求項３において、前記ヘルメット用多機能ユニットは、中空であり、中空部に少なく
とも電気配線を有し、前記ヘルメット用多機能ユニットの前記前頭部に係合する部分に前
記前頭部前方を撮影するためのカメラを有し、前記カメラからの信号を前記電気配線で前
記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分の少なくとも一方に設けられた
出力端子に供給されるように構成した請求項２に記載の多機能ユニット付ヘルメットを開
示している。請求項４で、前記中空部に外部からの電波を受信するための受信回路を収納
し、前記受信回路からの出力を前記ヘルメット用多機能ユニット外に取り出せるアウトプ
ット端子を前記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分の少なくとも前記
一方に設け、前記中空部に、送信回路を配設した請求項３に記載の多機能ユニット付ヘル
メットを開示している。
【００１４】
　また、前記出力が音声出力であることが好ましい。また、前記中空部に、送信回路を配
設することが好ましい。さらに、前記ヘルメット用多機能ユニットの前記カメラの近傍に
、マイクロフォンを有することが好ましい。
【００１５】
　請求項５において、前記中空部に、前記カメラ、前記受信回路および前記送信回路を駆
動する電源を有し、前記電気配線でそれぞれに電気的に接続されている請求項４に記載の
多機能ユニット付ヘルメットが開示されている。なお、前記中空部に、前記カメラおよび
／または前記マイクロフォンからの出力を記録するための記録回路を有することが好まし
い。そして、請求項６で、マイクロフォンを配備し、前記ヘルメット本体の前記横部の少
なくとも一方に前記カメラで撮影された画像情報と前記マイクロフォンで採音された音声
入力とを記録するための外部の記録装置に出力するための録画・録音端子を有する請求項
３乃至５のいずれかに記載の多機能ユニット付ヘルメットを開示している。
【００１６】
　また、前記カメラおよび／または前記マイクロフォンからの出力を記録するメモリーを
着脱自在にする着脱口を有することが好ましい。請求項７で、前記電源が充電可能な電源
であって、前記電源に電気的に接続された充電のための充電端子を、前記電源を有する前
記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分に有することを特徴とする請求
項５に記載の多機能ユニット付ヘルメットを開示している。そして、前記ヘルメット用多
機能ユニットの前記カメラ近傍で、前頭部前方方向の表面に撮影対象物を示すレーザービ
ームポインターを有し、前記表面および／または底面に撮影状態を表示するＬＥＤランプ
を有することが好ましい。
【００１７】
　前記ヘルメット用多機能ユニットは、左右の重量バランスがほぼ取れているように構成
されたものであることが好ましい。また、前記ヘルメット用多機能ユニットは、前頭部に
係合する部分が、前記横部のいずれよりも軽く構成されたものであることが好ましい。
【００１８】
　請求項８では、少なくとも前記ヘルメット用多機能ユニットの前記前頭部に係合する部
分の底面で、前記カメラの近傍に電源のオン・オフを表示するＬＥＤと、前記ＬＥＤと同
一あるいは異なり、前記カメラの撮影状態を表示するＬＥＤを配設し、前記ヘルメットの
前記装着者が前記透明窓部を通して表示を見られるように構成した請求項３に記載の多機
能ユニット付ヘルメットを開示している。前記鍔部先端付近にスポーツファインダーを着
脱自在に装着する装着部を有し、前記スポーツファインダーは、前記ヘルメット用多機能
ユニットの前記カメラの撮影範囲を示すものであることが好ましい。そして、前記スポー
ツファインダーは、折りたたみ可能であることが好ましい。
【００１９】
　また、前記各請求項記載のヘルメットまたは、これら多機能ユニット付ヘルメットに用
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いられる多機能ユニットとして、ヘルメット本体の前頭部から二つの横部にかけて、前記
ヘルメット本体の周端から特定の距離をおいて、上方から見たときＵ字型になるような溝
部を設け、前記前頭部の少なくとも前記溝部の下側に前記ヘルメット裏側を透視できる透
明窓部を有するヘルメットの前記溝部に係合させた場合に、前記ヘルメット本体の外面か
ら大きく突出しないで前記溝部に係合するＵ字型ユニットであって、前記溝と前記ヘルメ
ット用多機能ユニットの係合を確実にする係合手段を少なくとも前記ヘルメット本体の前
記横部と前記ヘルメット用多機能ユニットの対応部とに有するヘルメット用多機能ユニッ
トを好ましく用いることができる。
【００２０】
　前記ヘルメット用多機能ユニットは、中空であり、前記中空部に少なくとも電気配線を
有し、前記ヘルメット用多機能ユニットの前記前頭部に係合する部分に前記前頭部前方を
撮影するためのカメラを有し、前記カメラからの信号は前記電気配線で送信回路および／
または記録回路に接続されるように構成されることが好ましい。また、前記中空部に、前
記カメラ、前記送信回路および／または前記記録回路を駆動する電源を有し、前記電気配
線でそれぞれに電気的に接続されていることが好ましい。
【００２１】
　前記電源は、取り外し可能であって、前記ヘルメット用多機能ユニット外から取替え可
能であって、前記電源に代えて、外部電源からの電源供給を可能にする電源端子を、前記
ヘルメット本体の前記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分に設けるこ
とが好ましい。また、前記電源が充電可能な電源であって、前記ヘルメット本体の前記横
部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分に、前記電源に電気的に接続された
充電端子を有することが好ましい。
【００２２】
　前記ヘルメット用多機能ユニットのカメラ近傍で、カメラの撮影窓側の表面に撮影対象
物をポイントするレーザーポインタを配設し、前記表面および／または底部に撮影状態を
表示するＬＥＤランプを設けることが好ましい。また、前記カメラ近傍にマイクロフォン
を有し、音声出力が前記送信回路および／または前記記録回路に電気的に接続されている
ことが好ましい。そして、前記送信回路および／または前記記録回路から外部メモリーに
接続するための前記外部メモリーを受け入れる着脱口を、前記横部に係合する前記ヘルメ
ット用多機能ユニットの部分に設けることが好ましい。
【００２３】
　前記空間に、外部からの電波を受信する受信回路を有し、前記受信回路および／または
前記送信回路または前記記録回路からの音声出力を外部に伝える音声端子を有することが
好ましい。また、前記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの部分の底面に、
少なくとも前記着脱口、前記充電端子および前記音声端子を有することが好ましい。また
、前記横部に係合する前記ヘルメット用多機能ユニットの少なくとも一方の部分に、カメ
ラの起動と停止を制御する制御回路に電気的に接続された制御スイッチを有し、前記レー
ザービームポインターの近傍に前記レーザービームポインターのオンオフスィッチを有す
ることが好ましい。
【００２４】
　前記制御スイッチを一定時間以下の場合は、スチールカメラとして前記カメラを作動さ
せ、前記一定時間以上の場合は、ムービーカメラとして前記カメラを作動させることが好
ましい。前記電源のオン・オフを含み前記カメラの作動状況を前記ＬＥＤランプの点灯、
点滅および／または色で表示するように構成することが好ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、以上のように構成されるので、必要量の前記多機能ユニットを用意しておき
、各自、前記ヘルメットをもっていれば、必要な人が、前記多機能ユニットを前記溝部に
係合させて使用すればよいので、各自のヘルメット本体を、各自が交換することなく、そ
のまま使用できるので、ヘルメット本体への個人適合性が保たれ、保安上、保健上、好ま
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しく、作業員に歓迎されるものである。更に、前記多機能ユニットは、ヘルメット全体を
覆う形状でなく、Ｕ字型で、切り欠き部を有するので、多少の変形が可能なため、ヘルメ
ットの大きさに限定されずに交換できる特徴も有している。
【００２６】
　また、前記多機能ユニットの着脱も容易であって、係合も確実であるので、使用時に脱
着することなく、確実に使用目的を達成できる。前記多機能ユニットを装着した作業員は
、前記カメラにより、現場の映像を監督者等の必要な箇所に送信できるとともに、監督者
等との交信も確実に行え、これらを、ヘルメットからの突起をなくしてできるので、活動
が安全に自由に行える利点も有する。
【００２７】
　また、現場で、別の作業員と多機能ユニットを交換する、あるいは、所有していない作
業員に使用中の多機能ユニットを脱着して装着させることも簡単に行える特長も有する。
したがって、従来に加えて、その使用の機能性が向上するものである。さらに、作業員は
、前記透明窓部を通して、前記多機能ユニットの使用状況（例えば、電源状況、撮影中、
録音中等）の情報把握が容易にできる。
【００２８】
　更に、本発明にかかるヘルメットは、各種安全基準への適応性にすぐれ、きわめてその
安全性が高いのみでなく、多機能ユニットのバランスがとれるように構成できるので、そ
の装着感にも優れ、自由な活動ができる利点を有する。
【００２９】
　本発明に用いる前記スポーツファインダーと前記レーザービームポインターの組み合わ
せは、本発明に限らず、カメラを装着するヘルメットで、対象物を撮影する場合、撮影す
る対象物の位置と、範囲の両方を簡単に決められるので、撮影者の自由度を損ねないで、
その活動を活発にできる利点を有し、本発明に用いた場合、前記効果と相俟って、正確な
活動をすることができる。尚、前記スポーツファインダーは、他のヘルメットと組み合わ
せて使用しても、目先の枠に目の焦点を合わせる必要は無く、大体の枠を感じながら、前
記対象物に注力できるために、危険回避等の点で有利である。前記使用方法、前記組み合
わせの方法は、本発明で説明する方法、手段が用いられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明を更に具体的に説明する。まず、本発明の前記ヘルメットは、本体を通常
のヘルメット素材で構成し、前記窓部分を空間とするか、好ましくは、部分的に透明体で
構成することもできるが、透明体で構成する場合には、例えば、前記ヘルメット本体全体
を、前記窓部分を除き、鍔部分を含めて構成し、後に透明樹脂をはめ込む形で構成するこ
ともできる。例えば、一般的に用いられるポリカーボネート樹脂でヘルメットを成形する
ときに、前記透明体の部分をアクリル樹脂でインサート成形することにより、形成できる
。勿論、前記ヘルメット本体を形成するときに、前記溝部が形成されるような金型を用い
る。前記溝部は、前記ヘルメット本体の周端から一定の距離以上離れるように構成するこ
とが電気的な安全上大切である。
【００３１】
　前記溝部はあるいは本発明で用いるＵ字型とは、平面形状で少なくとも一部がＵ字型に
なるように構成され、基本的側面形状として、端部は幅広にすることが各種機能を内蔵す
るのに都合がよく、前記前頭部は浅く、前記横部は深く構成することが好ましい。前記多
機能ユニットを上方からはめ込む形式の場合は、前記多機能ユニットと前記ヘルメット本
体とで、ヘルメットを構成するようにできるので、前記溝部上方は、前記Ｕ字形全体に亙
って、深さをなくし、前記多機能ユニットの上方がヘルメット表面を形成するように構成
できる。しかし、前記溝部の底部は、前記ヘルメットの全体構成から浅い部分で５ミリメ
ートルレベル以上が、強度の点で好ましい。前記形状は、目的に応じて、多少の変更があ
りうる。前記溝部は、前記ヘルメットを装着したときに耳の上あるいは、耳位置の前後に
なるようにすることができるが、耳の真上、あるいは少し後ろが安定した装着感上好まし
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い。
【００３２】
　前記溝部に係合される前記多機能ユニットの本体は、前記溝部に係合する形状（形、厚
み等）をしていて、軽量化および種々の機能を内蔵させるために、好ましくは、中空であ
り、前記ヘルメット本体から、大きく飛び出した部分を形成しないようになっている。好
ましくは、突起物を有する場合、５ミリメートル以下の突出に抑えるように構成される。
前記多機能ユニットの素材は、前記ヘルメット本体と同一の素材、あるいは異なる素材を
用いることができるが、強度の観点で、同一素材が望ましい。例えば、ポリカーボネート
で、成型される。前記多機能ユニットの内部に配置された電源等の取り出し口の蓋部分の
素材も同一のものが好ましい。
【００３３】
　前記溝部と前記多機能ユニットの係合を確実にするための係合手段としては、種々の係
合手段が使える。例えば、ばねのような弾性部材で、外側に付勢された凸部が前記溝部に
形成された凹部に係合するようにしておき、前記多機能ユニットが前記溝部にはめ込まれ
るときに前記ノッチが前記多機能ユニット内に押し込まれた後に、前記凹部に係合するよ
うに構成することもできる。前記多機能ユニットの取り外しも、公知の手段で、前記凸部
を外部から前記凹部から外れるように前記多機能ユニット内に押し込むようにして、はず
すことができるように構成する。前記凸部を球面にしておくと、簡単な構成で、球面の出
入りで前記凹部に係合、着脱が或る力でできるようになる。
【００３４】
　また、例えば、前記多機能ユニットのＵ字型の両端部の距離を、前記溝部の両端部の距
離よりも短くして、或る力で、前記溝部に前記前頭部側から前記多機能ユニットを挿入す
る方式を採用して、前記多機能ユニットの変形を利用して、前記溝部の両端部を前記多機
能ユニットの両端部で、強固にはさみつけることもできる。このときの前記多機能ユニッ
トの前記ヘルメットからの取り出しは、或る力をかけて、前記前頭部に側に引き出すこと
になる。簡単な構造で、係合手段が構成される。この場合、好ましくは、前記多機能ユニ
ットと前記溝部は、下側で前記Ｕ字型が狭くなるように少し傾斜をつけると係合がより確
実になる。いずれの前記係合手段も少なくとも前記横部に設けることが係合を確実にする
ために好ましい。
【００３５】
　前記多機能ユニットは、内部に種々の機能を内蔵することが可能で、例えば、受信回路
および／または送信回路を内蔵させ、更に電源を内蔵させることができる。好ましくは、
一方の端部に電源を内蔵させ、他方の端部に各回路を内蔵させ、左右のバランスを保つよ
うにする。前記受信回路および／または送信回路で、離れた位置の監督者あるいは仲間の
作業者との交信が可能となる。例えば、現在使用されている携帯電話の回路をそのまま用
いることも可能である。
【００３６】
　前記受信回路で受信した信号あるいは音声を聞くときには、前記多機能ユニットに小型
のスピーカーを内蔵させることができるが、好ましくは、イヤホーンで聞けるように音声
用出力端子を有している。前記音声用外部端子は、前記受信回路の近く、すなわち、前記
多機能ユニットの端部に位置させることが好ましい。また、送信の場合は、後述するよう
に前記前頭部付近にマイクロフォンを配置させることが好ましい。
【００３７】
　前記電源は、一次電池、二次電池等が用いられるが、これら電池の入れ替えが可能なよ
うに、電源蓋を前記多機能ユニットに設けておき、前記電源取り出し口とすることができ
る。更に、外部電源からの電源供給あるいは充電可能なように、電源に電気的に接続され
る電源端子を前記多機能ユニットの前記電源の近くに設けておくことが好ましい。
【００３８】
　前記電源から、前記受信回路、前記送信回路等への電力供給は、前記多機能ユニット内
の配線で行う。また、各端子への電気的接続も前記多機能ユニット内の配線で行う。
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【００３９】
　前記多機能ユニットは、好ましくは、更にカメラを内蔵する。前記前頭部に相当する部
分の中央に撮影レンズを配置し、内部にＣＣＤあるいはＣ－ＭＯＳのような感光素子を配
置し、各機能のドライバー等を近くに配置することができる。前記電源は、前記ドライバ
ーへの電力供給も行うことが好ましい。前記撮影レンズは、好ましくは、標準の撮影用、
あるいは、目的に応じて、広角レンズ場合によって、魚眼レンズを用いて、広範囲な撮影
を行うことも、または、ズームレンズを用いることも好ましい。前記カメラは、固定焦点
型、自動焦点型を目的に応じて用いるが、好ましくは、自動焦点型で、自動露出制御型の
ものが用いられる。
【００４０】
前記カメラからの映像は、例えば、前記多機能ユニット内の配線で前記送信回路に供給さ
れ、離れた距離にいる監督者等に送信される。前記監督者等は、送られてきた映像を行動
者とともに観察し、前記受信回路と前記送信回路とを利用して、前記行動者と交信をしな
がら、正確な行動を前記行動者が行えるようにする。
【００４１】
　前記マイクロフォンは、現場の音を伝え、且つ、前記行動者の音声を伝えるために、前
記カメラの近くに配置されるのが好ましい。例えば、前記撮影レンズの近くに小型のマイ
クロフォンが配置され、前記多機能ユニット内の電気的配線で、前記送信回路に結合され
ている。あるいは、前記マイクロフォンは、別体として構成し、使用者の口元近くに放送
に使用されるような補助具で設置できるようにして、前記ユニットあるいは前記ヘルメッ
トに保持されるように設けることもできる。この場合は、前記行動者の音声を周囲と区別
してはっきり聞き取れる効果があり、周囲雑音が多い環境では、有利である。
【００４２】
　また、前記カメラの近傍には、前記カメラの働いている機能を表示するＬＥＤ等の表示
手段を配置させられる。前記表示手段は、好ましくは、前記多機能ユニットの底部に設け
られ、前記ヘルメットの前記透明部分を通して、前記ヘルメットの装着者の視野に入るよ
うに構成されるのが望ましい。前記装着者は、作業中あるいは行動中に撮影の状態を簡単
に把握できる。また、電源状態、例えば、電源に充分な電力があるかあるいはいずれかの
機能が作動中であるかの表示手段（例えばＬＥＤで、前記カメラの作動表示用のＬＥＤと
異なる色のものが好ましいが）を前記カメラ用の表示手段の近くで、前記透明窓部を通し
て前記装着者に見えるように配置せしめることが望ましい。
【００４３】
　前記それぞれのＬＥＤは、点滅、点滅時間、点灯、あるいは、複数個用いて、色を変化
させる等の方法、あるいは、これらの組み合わせで、それぞれの作動状態を簡単に区別で
きるようにすることが好ましい。
【００４４】
　前記カメラは、いわゆるスチールカメラとして作動もし、ムービーカメラとしても作動
するように構成することが好ましく、撮影者の意思により、選択可能にすることが望まし
い。例えば、前記多機能ユニットの前記撮影レンズの近くで、前記ヘルメットの前記鍔部
の邪魔にならない位置に、前記カメラのシャッターボタンを設け、あるいは、前記横部に
シャッターを設けることができ、例えば、前記シャッターを押す時間で、動作を制御し、
前記シャッターを短く瞬間的に押した場合に、スチール映像を撮影し、長く押していると
、ムービー撮影が開始されるように構成し、前記カメラのドライバー回路にシャッターボ
タンの押圧時間の長短による制御回路を設けておくことが好ましい。
【００４５】
　前記カメラによる撮影を確実に行うために、前記したように、いわゆるスポーツファイ
ンダーとレーザービームポインターを併用することが好ましい。望ましくは、前記スポー
ツファインダーは、前記ヘルメットの前記鍔部に取り外し可能に装着でき、折りたたみ式
で、常時は、前記鍔部の面に平行に置かれ、使用時に立てて、少なくとも片方の目が対象
物を見たときに前記対象物と目の間に位置するように構成する。一方、前記レーザービー
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ムポインターは、前記多機能ユニットに配置され、前記カメラの近傍に設けられ、電力は
、前記電源から前記多機能ユニット内の配線を利用して、供給されるように構成されるこ
とが好ましい。
【００４６】
　前記レーザービームポインターのスイッチは、前記多機能ユニットに設けられ、好まし
くは、前記ヘルメットの前記鍔部が邪魔にならない位置で押しやすいところに配置される
。このようにして、撮影に当たって、前記レーザービームポインターで、撮影中心を知り
、前記スポーツファインターで撮影範囲を知ることができるので、正確な撮影が可能にな
る。
【００４７】
　本発明において、スポーツファインダーとは、簡単なファインダーであって、少なくと
も画枠がわかるもので、例えば、カメラ等の撮影装置の画面と比例する長方形枠体、ある
いは、透明版に前記比例関係の長方形の画枠が印刷されたものとか前記長方形の角のみを
印刷したもの、場合によっては、これらと組み合わせてあるいは単独で、中心部に十字マ
ークを有することができ、直接に目の前に置かれて、光学的な手段を用いずに直接に前記
画枠および／または前記十字を目でみられるようになっているものである。前記十字マー
クと前記レーザービームポインターの指示位置とを可及的に合致させるように構成される
。好ましくは、前記スポーツファインダーは、角を取って丸みをもった透明版に直接に前
記画枠および／または前記十字を直接に印刷したもの、あるいは、これらが印刷された透
明シートを貼付したものが用いられる。
【００４８】
　前記透明版あるいは前記枠体は、例えば、数センチメートル角以内のものであって、数
センチメートル角ぐらいの基盤に堅めの蝶番で結合され、前記基盤が前記鍔部の切り込み
に挿入できるように構成されている。あるいは、前記鍔部に面に平行に基盤挿入部が構成
される。そして、平常時は、前記鍔部に前記透明版が面接触するように折りたたまれてい
て、使用時に前記透明板が適切な位置に立起されるようになっているものが好ましい。
【００４９】
　前記多機能ユニットは、更に、記憶手段を内蔵することもできる。前記記憶手段で、前
記映像および／または前記音声を記憶するように構成することもできる。前記記憶手段と
しては、前記受信回路および／または送信回路に電気的に接続されたメモリーで、前記メ
モリーは、内蔵および／または取り外し可能に前記多機能ユニットに装着することもでき
る。および／または、前記メモリーは外部に用意して、メモリー用端子を前記多機能ユニ
ットに設けることもできる。内部用あるいは装着用のメモリーとしては、フラッシュカー
ド、メモリースティック、ＵＳＢメモリー等の公知のものが用いられる。
【００５０】
　前記したような外部に用意されるメモリーとしては、ハードディスクタイプ、ＤＶＤ等
の知られている記憶容量の大きいものが好ましい。また、各種のメモリーの併用も可能で
あることも好ましく、このメモリーを含む記憶装置は、更に、送信装置を有していてもよ
く、前記多機能ユニットの前記送信回路よりも出力が大きいものが用いられ、監督者等と
の距離が遠くても交信可能とするので、場合によっては望ましい。前記記憶装置は、更に
受信装置も有するものであってもよく、前記多機能ユニットの受信回路よりも強力なもの
が用いられるので、前記遠距離交信をより好ましいものにすることができる。
【００５１】
　前記記憶装置と前記多機能ユニットとは、前記したように、有線で、電気的な結合がさ
れることもあるが、前記受信回路および／または前記送信回路の無線の中継器とすること
も可能で、この場合は、前記記憶装置と前記多機能ユニット間の結線は不要となる。また
、前記記憶装置は、更に、電源を有しているため、前記多機能ユニットの前記電源端子に
結合して、外部電源としても使用できる。
【００５２】
　また、前記記憶装置は、液晶等のディプレイ装置を有することもでき、多機能ユニット
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付ヘルメットの装着者が、撮影した画像を確認するために利用することも可能にしたもの
が好ましい。前記装着者が、別の受信機、送信機、ディスプレイ装置、記憶装置等を用意
して注視している監督者等との交信で、画像を確認しながら、交信できるので、より確実
な活動ができるようになる。
【００５３】
　前記多機能ユニットは、前記電源端子、前記音声出力端子および／または前記メモリー
用端子等の各種端子、もしくは、メモリー素子を着脱するための着脱口を有することがあ
るが、前記多機能ユニットの端部近辺の底部に設けることが好ましい。この場合、前記ヘ
ルメットは、前記各種端子へのプラグ等の装着および前記メモリー素子の着脱が上下運動
で行えるように、前記多機能ユニットの下方にスペースを有していて、前記スペース下方
に壁（封鎖部）を設けることが電気的な安全上の観点で望ましい。
【００５４】
　また、同様の安全上の観点から、前記溝部は、前記ヘルメット本体の終端から、数セン
チメートル以上はなれた（好ましくは３センチメートル以上）距離をもって、設けること
が望ましい。
【００５５】
　前記多機能ユニットには、種々の機能が内蔵されるが、左右の重量のバランスが大きく
崩れないように、前記種々の機能を配置させることが重要で、また、好ましくは、前記前
頭部は、可及的に軽く、前記横部のいずれよりも軽く構成した方が、安定した装着感で安
全な行動ができるようになる。
【実施例】
【００５６】
　以下、本発明の実施例を図面を用いて、更に具体的に説明するが、これは、例であって
、これに限定されるものではなく、前記した内容で、種々応用ができるものである。
【００５７】
　図１は、本発明の１実施例に係るヘルメットの左斜視概念図である。また、図２は、図
１のヘルメットの右斜視概念図である。１は、ポリカーボネート樹脂で成型されたヘルメ
ットで、溝部２が形成されている。前記溝部は、上方で深さがなく、下方で深さを有する
ように形成されている。前記溝部の下方は、ヘルメットの周端から３センチメートル以上
離して構成している。前記ヘルメットの前頭部に鍔部３を有し、前記前頭部の溝部２の底
面に透明窓４が形成されている。前記透明窓４は、溝部２から鍔部３に延設されている。
【００５８】
　５は、多機能ユニット（後述）と溝部２との係合手段であって、凹部が形成されている
。前記多機能ユニットに設けられた凸部（後述）と係合するように構成されている。６、
７および８は、前記多機能ユニットに設けられた各種端子およびメモリー着脱口の下に設
けられた着脱・挿入のためのスペースであり、それぞれ、壁（封鎖部）９、１０および１
１を有していて、内部あるいは裏側と遮断されたスペースを作っている。
【００５９】
　１２は、ヘルメット１の装着を確実にするためのベルトである。装着者は、ヘルメット
１をベルト１２で確実に装着したときに、透明窓４を通して上が見えるようになっている
。ヘルメット１は、このままで、ヘルメットとして使用できるが、後述する多機能ユニッ
トも装着できる利点を有している。好ましくは、図１および２に、図示はされていないが
、溝部２の底部に凹部５と同様の凹部を設け、前記多機能ユニットに係合する凸部を、凹
部５とこれに係合する凹部と同様な関係で、設けると、前記多機能ユニットは、より確実
、堅固に前記ヘルメットに固定される。前記同様の凹部の設けられる位置は、例えば、凹
部５と前記前頭部との中間に設けられる。
【００６０】
　図３は、図１および２のヘルメット１の溝部２に係合する多機能ユニットの１実施例の
右斜視概念図であり、図４は、前記実施例の底面から見た概念図である。２１は、前記ポ
リカーボネート樹脂で成型された多機能ユニット本体で、前記係合手段として凸部２２が
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設けられていて、図１および２の凹部に係合し、ユニット本体は、図１および２の溝部２
にしっかりと係合するような形状になっている。
【００６１】
　２３は、前記多機能ユニット内に収納されたカメラの対物レンズであり、シャッターボ
タン２４で、スチールカメラとしても、モービーカメラとしても、機能するようになって
いる。例えば、シャッターボタン２４の通常の押圧で、スチールカメラの撮影が行われ、
５秒間等の長い連続した押圧で、ムービーカメラとして機能するようになっていて、この
制御回路は、図示されていないが、前記多機能ユニットの内部に配置されている。
【００６２】
　２５は、パワースイッチで、近くに内蔵される電池等の内部電源のスィッチをオン・オ
フする。オンの場合、ＬＥＤ２６が点灯する。また、電源の電圧が低下したときに、この
ＬＥＤ２６は点滅して、電源の電池交換あるいは充電を促すようになっている。この点滅
の長さで、緊急性を表示することもできる。２７は、電源の外部電源端子で、充電あるい
は外部電源から電力を供給できるようになっている。外部電源端子２７へのプラグ等の装
着は、図１のスペース６で行われる。前記内部電源の取り出し口も図示されていないが、
前記外部電源端子がある近くの側面にある蓋を開けて、内部電源交換が行えるように構成
されている。
【００６３】
　また、前記内部電源から、各回路、前記カメラ等に前記多機能ユニット内の配線で、電
気的に接続されている。同様に、前記カメラ、前記制御回路および前記シャッターボタン
も内部の配線で、接続されていて、この接続は、ＬＥＤ２８にも行われていて、ムービー
撮影をしているときは、点滅しているように構成されていて、スチール撮影の場合は、瞬
時の点灯で知らせる。異常時は、点灯で表示するようになっている。
【００６４】
　２９は、出力端子あるいはアウトプット端子であって、近くに配置された内蔵の受信回
路（図示されず）の外部への出力端子である。例えば、イヤホーンジャックを挿入すると
イヤホーンで、無線で前記受信回路に送信された内容を知ることができるように構成され
ている。送信回路も前記受信回路の近くに内蔵されていて図示されてはいない。前記カメ
ラの映像情報とマイクロフォン３０の音声情報は、前記送信回路で、無線で送信されるあ
るいはメモリー素子用スロット３１にフラッシュメモリー等が挿入されたときに、映像お
よび／または音声を記録できるように構成されている。
【００６５】
　パワースイッチ２５は、通常の押圧で、電源のスイッチのオン・オフをするが、長時間
の押圧例えば数秒押圧すると、前記受信回路と前記送信回路を作動させるように構成する
こともできる。出力端子２９およびスロット３１は、図２のスペース１１と１０にそれぞ
れ対応していて、前記スペースで端子等の装着が行えるようになっている。
【００６６】
　３２は、レーザービームポインターで、スィッチ３３で、オン・オフができるようにな
っていて、オンのときに前記カメラの撮影対象をポイントとするように配置されている。
３４は、前記受信回路と前記送信回路の作動状態を表示するもので、点滅が送信状態で、
点灯が受信状態を表示し、作動中であることと、どのような作動状態であるかわかるよう
になっている。
【００６７】
　ＬＥＤ２６、２８および３４は、前記多機能ユニットが図１および図２のヘルメット１
に装着されたときに、それらの光を図１および２の透明窓４を介してヘルメット装着者の
目に入るようになっている。各ＬＥＤは、それぞれ、赤、緑、白などの異なる色で発光す
るようになっている。
【００６８】
　図５および６は、図３および４の前記多機能ユニットを図１および２の前記ヘルメット
に装着したときの概念図で、ヘルメット本体１に多機能ユニット２１が装着された状態で
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に対応している。２３は、カメラの対象レンズ、３２は、レーザービームポインター、３
０は、マイクロフォン、２４は、シャッターボタン、７および８は、スペース、３は鍔部
、１２は、ベルトである。
【００６９】
　図５および６は、前記ヘルメットの前記鍔部に更にスポーツファインターを装着してい
る。４１は、透明板で、画枠マーク４２と中心マーク４３を有していて、片方の目と対象
物との間に位置するように支持部４４で配置されるようになっている。支持部４４は、鍔
部３に着脱可能に取り付けられ、支持部４４と透明版４１および鍔部３とは、折りたたみ
可能になっていて、通常時は、鍔部３の底面に沿って収納される。また、中心マーク４３
の指示とレーザービームポインター３２の指示は一致するように調整されている。
【００７０】
　本発明は、以上のように構成されるから、複数の前記ヘルメットに対して、ひとつの前
記多機能ユニットを簡単に装着できるので、個人性のあるヘルメットの各個人の所有がで
きることになり、最小限の多機能ユニットを活用できて、経済的であると同時に、安全性
が向上する等の種々の効果を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の１実施例に係るヘルメットの左斜視概念図である。
【図２】図１のヘルメットの右斜視概念図である。
【図３】本発明の１実施例に係る多機能ユニットの斜視概念図である。
【図４】図３の多機能ユニットを底面からみた概念図である。
【図５】図１のヘルメットに図３の多機能ユニットを装着したときの正面概念図である。
【図６】図５の多機能ユニット付ヘルメットの左側面図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　ヘルメット本体
　２　溝部
　３　鍔部
　４　透明窓
　５　係合部
　６　スペース
　９　壁（封鎖部）
　２１　多機能ユニット本体
　２２　係合部
　２３　カメラの対象レンズ
　２４　シャッターボタン
　２５　パワースイッチ
　２６　ＬＥＤ
　２７　外部電源端子
　２９　出力端子
　３０　マイクロフォン
　３１　メモリー素子用スロット
　３２　レーザービームポインター
　４１　透明板
　４２　画枠マーク
　４３　中心マーク
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